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 （１）法人の名称 学校法人東海大学 

 （２）主たる事務所 
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新しい文明社会へ向かって 

―――――――――――――――――――――――――― 

今日の文明社会は、高度な科学技術によって支えられて

います。20 世紀の人類はわずか 100 年の間に月に到達し、
原子の火を燃やし、遺伝子という生命の謎を解く鍵を手に

入れました。その一方で私たちは、こうした先端技術が、扱
い方を間違えれば人類を危機に導きかねないという時代に

生きています。あるいは、近い将来 100億人を超えるといわ
れる世界人口の増加は、地球の温暖化や食糧危機を促すと

いわれています。地球レベルでの環境破壊など、現代の文明
社会の歪みも明らかになってきました。また、情報技術革命

の進展は私たちの社会や生活のグローバル化を促進させる
一方、世界では依然として地域紛争、民族・宗教対立が途絶

えることはありません。そして、核軍縮が進んだといわれな
がらも、いまだ地球上には大量の核弾頭が存在しています。 

こうした時代に、私たちは何をなすべきか――神やイデ
オロギーだけで人々の価値観が形成されていた時代は終わ

り、多様な価値観が存在するカオスの時代へ入りました。私
たちはいま、21 世紀初頭という大きな歴史の転換期に生き

ています。違う価値を排除するのではなく、多様な価値の存
在を認めながらお互いが共存していく道を探っていくこと、

そこに人と人、国と国、人と自然との新しい関係が生まれて
くるはずです。生命科学の発達は、地球上の生きもの全てが

同じ一つのいのちから生まれたことを明らかにしつつあり
ます。私たち人類も何百万種といわれる地球上の生きもの

の一つとして存在しています。それゆえ、地球生命圏の一員
としての新しい思想を構築しながら、未来の扉を開いてい

かなければなりません。 
人類は長い歴史の中でさまざまな対立を繰り返してきま

学校法人東海大学 

総長 松前 達郎 

１．基本情報 

２．総長挨拶 
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した。これを克服し、人々が地球市民として心をつなぎ、人
と社会と自然が共存できる新しい文明社会の実現をめざす

こと――そこに学校法人東海大学の使命があるのです。 
 

 

 

 

 

 

創立者松前重義は、青年時代に｢人生いかに生きるべきか｣について思い悩み、

内村鑑三の研究会を訪ね、その思想に深く感銘を受けるようになりました。特に
デンマークの教育による国づくりの歴史に啓発され、生涯を教育に捧げようと

決意して｢望星学塾｣を開設しました。ここに東海大学の学園の原点があります。 

 

創立者松前はこの｢望星学塾｣に次の四つの言葉を掲げました。 

 

若き日に汝の思想を培え 

若き日に汝の体軀を養え 

若き日に汝の智能を磨け 

若き日に汝の希望を星につなげ 

 

ここでは、身体を鍛え、知能を磨くとともに、人間、社会、自然、歴史、世界

等に対する幅広い視野をもって、一人ひとりが人生の基盤となる思想を培い、人
生の意義について共に考えつつ希望の星に向かって生きていこうと語りかけて

います。 

 

本学園は、このような創立者の精神を受け継ぎ、明日の歴史を担う強い使命

感と豊かな人間性をもった人材を育てることにより、｢調和のとれた文明社会を

建設する｣という理想を高く掲げ、歩み続けていきます。 

３．建学の精神【使命】 

4



 

 

 

 

1942(昭和 17) 12 財団法人国防理工学園を創設 

1943(昭和 18) 4 航空科学専門学校を静岡県清水市三保に開校 

1944(昭和 19) 4 電波科学専門学校を東京都中野区に開校（後に府中新校舎に移転）し、電波工

業学校を併設  
9 財団法人電気通信工学校（1937年設立）を合併 

1945(昭和 20) 8 財団法人東海学園と改称  
8 航空科学専門学校と電波科学専門学校を合併し、東海専門学校と改称。本校を

静岡県清水市三保、分校を東京都府中市に設置  
8 電気通信工学校と電波工業学校を合併し、東海工業学校と改称  

10 東海専門学校を東海科学専門学校と改称 

1946(昭和 21) 5 旧制大学令により東海大学認可。理工学部、経文学部、予科を静岡県清水市駒

越に設置 

1948(昭和 23) 4 東海高等学校を開校  
4 東海大学実業高等学校を静岡県清水市三保に開校 

1949(昭和 24) 4 東海大学第一中学校を静岡県清水市駒越に開校 

1950(昭和 25) 2 学制改革により新制大学として開学し、工学部、文学部を設置 

1951(昭和 26) 3 私立学校法施行により学校法人東海大学となる  
3 東海科学専門学校を廃止  
4 東海大学高等学校を静岡県静岡市宮前町に開校 

1952(昭和 27) 4 東海大学短期大学部（商科）を静岡県清水市駒越に開学  
4 東海高等学校を東海電波高等学校に改称 

1955(昭和 30) 1 東海大学工学部を静岡県清水市より東京都渋谷区富ヶ谷に移転  
4 東海大学付属高等学校を東京都渋谷区富ヶ谷に開校 

1958(昭和 33) 4 東海大学文学部を静岡県清水市より東京都渋谷区富ヶ谷に移転  
4 東海大学付属幼稚園を静岡県清水市三保に開園 

1959(昭和 34) 4 東海大学付属高等学校に通信教育部を設置  
4 東海大学工業高等学校を静岡県清水市三保に開校 

1960(昭和 35) 3 超短波放送実用化試験局（FM東海）を東京都渋谷区富ヶ谷に開局  
4 東海大学文学部の文学科を廃止し、史学科、英文学科を設置 

1961(昭和 36) 4 東海大学文学部に広報学科を設置  
4 東海大学工学部に経営工学科を設置  
4 東海大学第二高等学校（普通科・工業科）を熊本県熊本市大江町に開校  
6 電子計算センターを東京都渋谷区富ヶ谷に設置 

1962(昭和 37) 4 東海大学に海洋学部を開設し、海洋工学科、海洋資源学科を静岡県清水市折戸

に設置  
4 東海大学工学部に機械工学科を設置  
4 東海大学出版会を東京都渋谷区富ヶ谷に設置  
5 海洋調査実習船「東海大学丸」が就航 

1963(昭和 38) 4 東海大学に大学院工学研究科を設置  
4 東海大学湘南校舎を神奈川県平塚市北金目に開設 

４．沿革 
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4 東海大学に第二工学部を開設し、電気工学科、応用理学科、建設工学科、機械

工学科を設置  
4 東海大学短期大学部（東京）を東京都港区高輪に開設し、電気通信工学科を設

置  
4 東海大学付属相模高等学校を神奈川県相模原市相南に開校  
4 東海大学第三高等学校（普通科・工業科）を長野県茅野市玉川に開校  
4 東海大学付属高等学校通信教育部を独立させ、東海大学付属望星高等学校を開

校 

1964(昭和 39) 4 東海大学に理学部を開設し、数学科、物理学科、化学科を神奈川県平塚市北金

目に設置 

 4 東海大学に別科（日本語研修課程）を神奈川県平塚市北金目に開設  
4 東海大学短期大学部（熊本）を熊本県熊本市大江町に開設し、電気工学科、機

械工学科を設置  
4 東海大学第四高等学校を北海道札幌市南区南沢に開校 

1965(昭和 40) 4 東海大学文学部に日本文学科、文明学科（アジア専攻）を設置 

 4 東海大学工学部に光学工学科を設置  
4 東海大学短期大学部（女子）を静岡県静岡市宮前町に開設し、生活科学科を設

置 

1966(昭和 41) 4 東海大学に政治経済学部を開設し、政治学科、経済学科を神奈川県平塚市北金

目に設置  
4 東海大学文学部文明学科にヨーロッパ専攻を設置  
4 東海大学工学部に通信工学科、電子工学科、工業化学科、金属材料工学科、建

築学科、土木工学科を設置  
4 東海大学海洋学部に船舶工学科を設置  
4 東海大学福岡教養部を福岡県宗像郡赤間に開設  
4 東海大学短期大学部（女子）に食物栄養学科を設置 

 4 東海大学第五高等学校を福岡県宗像郡赤間に開校 

1967(昭和 42) 4 東海大学大学院に海洋学研究科を設置 

 4 東海大学に体育学部を開設し、体育学科を神奈川県平塚市北金目に設置  
4 東海大学文学部に北欧文学科を設置  
4 東海大学工学部に航空宇宙学科を設置  
4 東海大学札幌教養部を北海道札幌市南区南沢に開設  
4 東海大学付属小学校を静岡県清水市三保に開校 

1968(昭和 43) 1 海洋調査実習船「東海大学丸二世」が就航  
4 東海大学に教養学部を開設し、生活学科、芸術学科を神奈川県平塚市北金目に

設置  
4 東海大学海洋学部に海洋土木工学科、水産学科を設置  
4 東海大学体育学部に武道学科を設置  
4 東海大学大学院に理学研究科を設置 

1969(昭和 44) 4 東海大学大学院に文学研究科を設置  
4 東海大学工学部に制御工学科を設置  
4 東海大学短期大学部（女子）に児童教育学科を設置 

1970(昭和 45) 4 東海大学海洋学部に海洋科学科を設置  
5 海洋科学博物館を静岡県清水市三保に開設 
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 9 ヨーロッパ学術センターをデンマーク・コペンハーゲンに開設 

1971(昭和 46) 4 東海大学大学院に政治学研究科を設置  
4 東海大学短期大学部（熊本）に建設工学科を設置  
4 東海大学工学部に原子力工学科、応用物理学科、動力機械工学科、生産機械工

学科、精密機械工学科を設置  
4 東海大学体育学部に社会体育学科を設置  
7 海洋調査実習船「望星丸」が就航 

1972(昭和 47) 4 東海大学工芸短期大学を北海道旭川市神居町に開学し、工芸学科を設置  
4 東海大学教養学部に国際学科を設置 

1973(昭和 48) 4 東海大学大学院に芸術学研究科を設置 

 4 東海大学海洋学部に航海工学科を設置 

 4 九州東海大学を熊本県熊本市大江町に開学し、工学部電気工学科、機械工学科、

建設工学科を設置  
4 九州東海大学阿蘇校舎を熊本県阿蘇郡長陽村に開設  
4 東海大学付属本田記念幼稚園を神奈川県伊勢原市下糟屋に開園  
5 人体科学博物館を静岡県清水市三保に開設 

1974(昭和 49) 4 東海大学医学部を神奈川県伊勢原市下糟屋に開設し、医学科を設置  
4 東海大学理学部に情報数理学科を設置  
4 東海大学政治経済学部に経営学科を設置  
4 東海大学医療技術短期大学を神奈川県平塚市南金目に開学し、第一看護学科、

第二看護学科を設置  
4 東海大学沼津教養部を静岡県沼津市西野に開設 

1975(昭和 50) 2 東海大学医学部付属病院を神奈川県伊勢原市下糟屋に開設 

1976(昭和 51) 4 東海大学大学院に体育学研究科を設置  
4 九州東海大学工学部に建築学科、土木工学科、経営管理学科を設置 

1977(昭和 52) 3 東海大学短期大学部（熊本）の電気工学科（第一部・第二部）・機械工学科（第

一部・第二部）、建設工学科を廃止  
4 北海道東海大学を北海道旭川市神居町に開学し、芸術工学部デザイン学科、建

築学科を設置 

1978(昭和 53) 10 海洋調査実習船「望星丸二世」が就航 

1979(昭和 54) 4 東海大学大学院に経済学研究科を設置 

 12 東海大学付属高等学校、東海大学実業高等学校を廃止 

1980(昭和 55) 1 東海大学工芸短期大学を廃止  
3 九州東海大学工学部の建設工学科を廃止  
4 東海大学付属相模中学校を神奈川県相模原市相南に開校  
4 九州東海大学に農学部を開設し、農学科、畜産学科を熊本県阿蘇郡長陽村に設

置  
4 東海大学大学院に医学研究科を設置 

1982(昭和 57) 4 東海大学短期大学部（静岡）に商経学科第一部を設置し、商学科を商経学科第

二部に名称変更 

1983(昭和 58) 4 東海大学文学部史学科に、日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、考古

学専攻を設置  
4 東海大学付属仰星高等学校を大阪府枚方市桜丘町に開校  

12 東海大学医学部付属東京病院を東京都渋谷区代々木に開院 
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1984(昭和 59) 4 九州東海大学に大学院農学研究科を設置 

 4 東海大学医学部付属大磯病院を神奈川県中郡大磯町に開院 

1985(昭和 60) 4 東海大学第二高等学校に電子情報科を設置 

1986(昭和 61) 4 東海大学に法学部を開設し、法律学科を神奈川県平塚市北金目に設置  
4 九州東海大学工学部に電子情報工学科を設置  
4 東海大学工業高等学校に電子情報科を設置  
4 東海大学第四高等学校付属中等部を北海道札幌市南区南沢に開校 

1987(昭和 62) 4 九州東海大学工学部に情報システム工学科を設置 

1988(昭和 63) 3 東海大学札幌教養部、同沼津教養部を廃止  
4 北海道東海大学に工学部並びに国際文化学部を開設し、電子情報工学科、海洋

開発工学科、生物工学科及び国際文化学科（比較文化専攻 コミュニケーショ

ン専攻）を北海道札幌市南区南沢に設置  
10 東海大学付属デンマーク校を開校 

1989(平成 1) 4 東海大学付属望星高等学校に単位制コースを開設 

1990(平成 2) 3 東海大学福岡教養部を廃止  
4 東海大学福岡短期大学を福岡県宗像市田久に開設し、情報処理学科、国際文化

学科を設置 

 4 東海大学大学院に法学研究科を設置  
4 九州東海大学大学院に工学研究科を設置  
4 北海道東海大学に大学院芸術学研究科を設置  
6 学校法人東海高輪学園（東海大学付属高輪台高等学校）を合併 

1991(平成 3) 4 東海大学に開発工学部を開設し、情報通信工学科、素材工学科、生物工学科、

医用生体工学科を静岡県沼津市西野に設置 

1993(平成 5) 4 北海道東海大学大学院に理工学研究科を設置  
6 学校法人精華学園（東海大学付属浦安高等学校、同付属望洋高等学校、同付属

浦安中学校）を合併 

1995(平成 7) 4 東海大学大学院に開発工学研究科を設置  
4 東海大学に健康科学部を開設し、看護学科、社会福祉学科を神奈川県伊勢原市

下糟屋に設置 

1996(平成 8) 4 学校法人東海福岡学園（東海大学付属自由ケ丘幼稚園）を合併  
4 東海大学付属仰星高等学校中等部を大阪府枚方市桜丘町に開校 

1998(平成 10) 4 東海大学海洋学部の船舶工学科をマリンデザイン工学科に名称変更 

1999(平成 11) 4 東海大学大学院に健康科学研究科を設置  
4 北海道東海大学国際文化学部に北方圏文化学科を設置  
4 九州東海大学工学部の機械工学科、土木工学科を機械システム工学科、都市工

学科に名称変更  
4 東海大学短期大学部の電気通信工学科第一部、同第二部を情報・ネットワーク

学科第一部、同第二部に名称変更  
4 東海大学工業高等学校を東海大学付属翔洋高等学校に名称変更し、普通科、科

学技術科を設置  
10 東海大学第一高等学校を廃止 

2000(平成 12) 4 東海大学海洋学部の海洋工学科を地球環境工学科に名称変更  
4 北海道東海大学工学部の電子情報工学科、海洋開発工学科を情報システム学

科、海洋環境学科に名称変更 
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 4 九州東海大学に応用情報学部を開設し、情報マネジメント学科、情報システム

学科を熊本県熊本市渡鹿に設置  
4 九州東海大学工学部に宇宙地球情報工学科、電気電子システム工学科を設置  
4 九州東海大学農学部に応用植物科学科、応用動物科学科、バイオサイエンス学

科を設置  
4 東海大学短期大学部の情報・ネットワーク学科第一部を情報・ネットワーク学

科に名称変更 

2001(平成 13) 3 東海大学付属高輪台高等学校の全日制の課程工業科、定時制の課程普通科、工

業科を廃止  
3 東海大学付属翔洋高等学校の全日制の課程電気科、機械科、電子情報科を廃止  
4 東海大学に電子情報学部を開設し、情報科学科、情報メディア学科、経営シス

テム工学科、コンピュータ応用工学科、エレクトロニクス学科、コミュニケー

ション工学科、電気電子工学科を神奈川県平塚市北金目に設置 

 4 東海大学文学部に文明学科、アジア文明学科、ヨーロッパ文明学科、アメリカ

文明学科、日本文学科、文芸創作学科、広報メディア学科、心理・社会学科を

設置  
4 東海大学工学部に生命化学科、応用化学科、応用理学科を設置  
4 東海大学工学部の金属材料工学科、生産機械工学科、精密機械工学科を材料科

学科、機械工学科、精密工学科に名称変更  
4 東海大学文学部の英文学科、史学科（日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学

専攻、考古学専攻）、北欧文学科を英語文化コミュニケーション学科、歴史学

科、北欧学科に名称変更  
4 東海大学教養学部の生活学科を人間環境学科に名称変更  
4 東海大学短期大学部の商経学科第二部を廃止し、商経学科第一部を商経学科に

名称変更 

2002(平成 14) 3 東海大学第二高等学校の全日制の課程電気科、機械科、電子情報科を廃止  
3 東海大学医学部付属八王子病院を東京都八王子市石川町に開院  
4 東海大学第二工学部の電気工学科、建設工学科を情報システム学科、建築デザ

イン学科に名称変更  
12 学校法人東海大学熊本学園（かもめ幼稚園）を合併 

2003(平成 15) 4 北海道東海大学芸術工学部にくらしデザイン学科を設置 

 4 東海大学短期大学部の生活科学科、商経学科を人間環境学科、経営情報学科に

名称変更  
4 東海大学第一中学校を東海大学付属翔洋中学校に名称変更  
4 かもめ幼稚園を東海大学付属かもめ幼稚園に名称変更  
5 東海大学短期大学部の情報・ネットワーク学科第二部を廃止 

2004(平成 16) 4 東海大学に専門職大学院を開設し、実務法学研究科を東京都渋谷区富ヶ谷に設

置  
4 東海大学体育学部に競技スポーツ学科、スポーツ・レジャーマネジメント学科

を設置、社会体育学科を生涯スポーツ学科に名称変更  
4 東海大学開発工学部に感性デザイン学科を設置、素材工学科を物質化学科に名

称変更  
4 東海大学海洋学部に海洋文明学科を設置  
4 北海道東海大学国際文化学部に地域創造学科、コミュニケーション学科を設置 
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4 東海大学医療技術短期大学の第一看護学科を看護学科に名称変更 

 4 東海大学第二高等学校、同第三高等学校、同第四高等学校、同第五高等学校、

同第四高等学校付属中等部を東海大学付属第二高等学校、同付属第三高等学

校、同付属第四高等学校、同付属第五高等学校、同付属第四高等学校中等部に

名称変更  
5 九州東海大学農学部の農学科、畜産学科を廃止 

2005(平成 17) 3 東海大学医療技術短期大学の第二看護学科を廃止  
4 東海大学に連合大学院（九州東海大学と北海道東海大学との連合）を開設し、

理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科を設置  
4 九州東海大学工学部の宇宙地球情報工学科をリモートセンシング学科に名称

変更  
4 北海道東海大学大学院に国際地域学研究科を設置 

2006(平成 18) 3 東海大学付属翔洋高等学校の全日制の課程科学技術科を廃止  
4 東海大学電子情報学部を情報理工学部に名称変更  
4 東海大学情報理工学部にソフトウェア開発工学科、情報通信電子工学科を設置  
4 東海大学工学部に光・画像工学科、エネルギー工学科、電気電子工学科を設置 

 4 東海大学第二工学部を情報デザイン工学部に名称変更  
4 東海大学海洋学部に水産学科、海洋生物学科を設置、地球環境工学科、海洋土

木工学科、マリンデザイン工学科、航海工学科を環境情報工学科、海洋建設工

学科、船舶海洋工学科、航海学科に名称変更  
5 東海大学工学部の光学工学科、制御工学科を廃止  
5 九州東海大学工学部の電気工学科、経営管理学科、電子情報工学科、情報シス

テム工学科を廃止 

2007(平成 19) 4 東海大学専門職大学院に組込み技術研究科を東京都港区高輪に設置  
4 東海大学大学院に人間環境学研究科を設置  
4 九州東海大学工学部に環境保全学科、情報システム学科を設置  
4 東海大学付属高輪台高等学校中等部を東京都港区高輪に開校  
4 平和戦略国際研究所を廃止  
5 東海大学工学部の電子工学科、工業化学科、原子力工学科、応用物理学科を廃

止  
5 東海大学文学部の広報学科、日本文学科を廃止  
5 東海大学短期大学部の人間環境学科を廃止 

2008(平成 20) 3 東海大学付属デンマーク校を閉校  
4 東海大学に総合経営学部を開設し、マネジメント学科を熊本県熊本市渡鹿に設

置  
4 東海大学に国際文化学部を開設し、地域創造学科、国際コミュニケーション学

科を北海道札幌市南区南沢に設置  
4 東海大学に情報通信学部を開設し、情報メディア学科、組込みソフトウェア工

学科、経営システム工学科、通信ネットワーク工学科を東京都港区高輪に設置  
4 東海大学に芸術工学部を開設し、くらしデザイン学科、建築・環境デザイン学

科を北海道旭川市神居町に設置  
4 東海大学に産業工学部を開設し、環境保全学科、電子知能システム工学科、機

械システム工学科、建築学科を熊本県熊本市渡鹿に設置 
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4 東海大学に生物理工学部を開設し、生物工学科、海洋生物科学科、生体機能科

学科を北海道札幌市南区南沢に設置  
4 東海大学に農学部を開設し、応用植物科学科、応用動物科学科、バイオサイエ

ンス学科を熊本県阿蘇郡南阿蘇村に設置 

 4 東海大学大学院に国際地域学研究科、芸術工学研究科、産業工学研究科、理工

学研究科、農学研究科を設置  
4 連合大学院（九州東海大学と北海道東海大学との連合）理工学研究科、地球環

境科学研究科、生物科学研究科を東海大学大学院総合理工学研究科、地球環境

科学研究科、生物科学研究科に名称変更  
4 東海大学付属浦安中学校、同付属相模中学校を東海大学付属浦安高等学校中等

部、同付属相模高等学校中等部に名称変更  
5 東海大学工学部の電気工学科、通信工学科を廃止  
5 東海大学文学部の文明学科（アジア専攻、ヨーロッパ専攻）を廃止  
5 九州東海大学の応用情報学部情報マネジメント学科、情報システム学科を廃止 

 5 九州東海大学工学部の機械システム工学科、環境保全学科、情報システム学科

を廃止  
5 九州東海大学の農学部応用植物科学科、応用動物科学科、バイオサイエンス学

科を廃止  
5 北海道東海大学芸術工学部のデザイン学科、建築学科を廃止  
5 北海道東海大学国際文化学部の国際文化学科（比較文化専攻、コミュニケーシ

ョン専攻）、北方圏文化学科を廃止  
9 九州東海大学の大学院工学研究科、農学研究科を廃止 

 9 九州東海大学大学院を廃止  
9 北海道東海大学の大学院芸術学研究科、理工学研究科、国際地域学研究科を廃

止  
9 北海道東海大学大学院を廃止 

2009(平成 21) 4 東海大学付属翔洋中学校を東海大学付属翔洋高等学校中等部に名称変更  
5 東海大学工学部の経営工学科を廃止  
5 九州東海大学工学部の電気電子システム工学科を廃止  
5 北海道東海大学工学部の海洋環境学科、生物工学科を廃止  
5 北海道東海大学の国際文化学部地域創造学科、コミュニケーション学科を廃止  
9 東海大学短期大学部の情報・ネットワーク学科を廃止 

2010(平成 22) 4 東海大学に観光学部を開設し、観光学科を神奈川県平塚市北金目に設置  
4 東海大学工学部に医用生体工学科を設置、エネルギー工学科を原子力工学科に

名称変更 

 9 九州東海大学の工学部リモートセンシング学科、建築学科、都市工学科を廃止  
9 九州東海大学を廃止  
9 北海道東海大学の芸術工学部くらしデザイン学科、工学部情報システム学科を

廃止  
9 北海道東海大学を廃止 

2011(平成 23) 1 東海大学情報デザイン工学部の機械工学科を廃止  
4 東海大学海洋学部に環境社会学科、海洋地球科学科、航海工学科を設置 

2012(平成 24) 4 東海大学国際文化学部にデザイン文化学科を設置 
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4 東海大学に生物学部を開設し、生物学科、海洋生物科学科を北海道札幌市南区

南沢に設置 

 4 東海大学大学院に情報通信学研究科を設置  
4 東海大学付属第二高等学校を東海大学付属熊本星翔高等学校に名称変更  
5 東海大学情報理工学部の電気電子工学科を廃止  
5 東海大学工学部の応用理学科を廃止 

2013(平成 25) 4 東海大学に経営学部を開設し、経営学科、観光ビジネス学科を熊本県熊本市渡

鹿に設置  
4 東海大学に基盤工学部を開設し、電気電子情報工学科、医療福祉工学科を熊本

県熊本市渡鹿に設置  
5 東海大学情報理工学部の情報通信電子工学科、エレクトロニクス学科、コミュ

ニケーション工学科を廃止  
5 東海大学開発工学部の感性デザイン学科、物質化学科、生物工学科、医用生体

工学科を廃止  
5 東海大学海洋学部の水産学科（水産資源開発課程、増殖課程）を廃止  
5 東海大学の情報デザイン工学部を廃止  
5 東海大学専門職大学院の組込み技術研究科を廃止 

2014(平成 26) 1 東海大学付属第五高等学校の理数科を廃止  
1 東海大学海洋学部の環境情報工学科を廃止  
5 東海大学情報理工学部のソフトウェア開発工学科、情報メディア学科を廃止  
5 東海大学の開発工学部を廃止  
5 東海大学海洋学部の船舶海洋工学科を廃止  
5 東海大学大学院の芸術工学研究科を廃止  
5 東海大学短期大学部の経営情報学科を廃止 

2015(平成 27) 4 東海大学付属幼稚園、同付属本田記念幼稚園、同付属かもめ幼稚園を廃止  
4 認定こども園 東海大学付属幼稚園を静岡県清水市三保に開園  
4 認定こども園 東海大学付属本田記念幼稚園を神奈川県伊勢原市下糟屋に開

園  
4 認定こども園 東海大学付属かもめ幼稚園を熊本県熊本市中央区帯山に開園  
4 東海大学付属翔洋高等学校、同付属翔洋高等学校中等部を東海大学付属静岡翔

洋高等学校、同付属静岡翔洋高等学校中等部に名称変更  
5 東海大学海洋学部の海洋資源学科を廃止  
5 東海大学の芸術工学部を廃止  
5 東海大学生物理工学部の生体機能科学科を廃止  
5 東海大学大学院の開発工学研究科を廃止 

2016(平成 28) 1 東海大学情報理工学部の経営システム工学科を廃止  
4 東海大学付属第三高等学校を東海大学付属諏訪高等学校に名称変更 

 4 東海大学付属第四高等学校を東海大学付属札幌高等学校に名称変更 

 4 東海大学付属第五高等学校を東海大学付属福岡高等学校に名称変更 

 4 東海大学付属望洋高等学校を東海大学付属市原望洋高等学校に名称変更  
4 東海大学付属小学校を東海大学付属静岡翔洋小学校に名称変更  
4 認定こども園 東海大学付属幼稚園を認定こども園 東海大学付属静岡翔洋

幼稚園に名称変更  
4 東海大学付属自由ケ丘幼稚園を廃止 
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4 認定こども園 東海大学付属自由ケ丘幼稚園を福岡県宗像市田久に開園  
5 東海大学海洋学部の海洋建設工学科、航海学科を廃止  
5 東海大学生物理工学部の海洋生物科学科を廃止 

 7 東海大学付属第四高等学校中等部を廃止 

2017(平成 29) 1 東海大学海洋学部の海洋科学科を廃止  
1 東海大学の生物理工学部を廃止  
3 東海大学の専門職大学院実務法学研究科を廃止  
5 東海大学の総合経営学部を廃止  
5 東海大学の産業工学部を廃止 

 5 東海大学大学院の国際地域学研究科を廃止  
5 東海大学大学院の理工学研究科を廃止 

2018(平成 30) 4 東海大学に文化社会学部を開設し、アジア学科、ヨーロッパ・アメリカ学科、

北欧学科、文芸創作学科、広報メディア学科、心理・社会学科を設置  
4 東海大学に健康学部を開設し、健康マネジメント学科を設置  
4 東海大学医学部に看護学科を設置  
4 東海大学付属仰星高等学校、同付属仰星高等学校中等部を東海大学付属大阪仰

星高等学校、同付属大阪仰星高等学校中等部に名称変更  
5 東海大学大学院の産業工学研究科を廃止  
9 東海大学福岡短期大学を廃止 

2020(令和 2) 4 東海大学大学院に生物学研究科を設置 

2021(令和 3) 5 東海大学健康科学部の看護学科を廃止 

 7 東海大学短期大学部を廃止 

 11 学校法人東海大学の主たる事務所の所在地を東京都渋谷区富ヶ谷二丁目10番

２号に変更 
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　全日制 　千葉県浦安市

　全日制 　神奈川県相模原市南区

　全日制 　東京都港区

　全日制 　静岡県静岡市清水区

　全日制 　熊本県熊本市東区

　全日制 　長野県茅野市

　全日制 　北海道札幌市南区

　全日制 　福岡県宗像市

　全日制 　大阪府枚方市

　全日制 　千葉県市原市

　通信制 　東京都渋谷区

　全日制 　山梨県甲府市

　千葉県浦安市

　神奈川県相模原市南区

　東京都港区

　静岡県静岡市清水区

　大阪府枚方市

　静岡県静岡市清水区

　静岡県静岡市清水区

　神奈川県伊勢原市

　福岡県宗像市

　熊本県熊本市中央区

　アメリカ合衆国ハワイ州

　全日制 　山形県山形市

　全日制　東海大学菅生高等学校（別法人）
　東京都あきる野市

　東海大学菅生高等学校中等部（別法人）

　認定こども園 東海大学付属自由ケ丘幼稚園

　認定こども園 東海大学付属かもめ幼稚園

海外法人

　ハワイ東海インターナショナルカレッジ

提携校

　東海大学山形高等学校（別法人）

　認定こども園 東海大学付属本田記念幼稚園

　東海大学付属甲府高等学校（別法人）

中等部

　東海大学付属浦安高等学校中等部

　東海大学付属相模高等学校中等部

　東海大学付属高輪台高等学校中等部

　東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部

　東海大学付属大阪仰星高等学校中等部

小学校

　東海大学付属静岡翔洋小学校

幼稚園

　認定こども園 東海大学付属静岡翔洋幼稚園

　東海大学付属望星高等学校

高等学校

　東海大学付属浦安高等学校

　東海大学付属相模高等学校

　東海大学付属高輪台高等学校

　東海大学付属静岡翔洋高等学校

　東海大学付属熊本星翔高等学校

　東海大学付属諏訪高等学校

　東海大学付属札幌高等学校

　東海大学付属福岡高等学校

　東海大学付属大阪仰星高等学校

　東海大学付属市原望洋高等学校

16



6,773 6,686 27,328 27,117 99.2
370 384 1,480 1,564 105.6
450 479 1,800 1,780 98.8
480 511 1,920 1,939 100.9
300 325 1,200 1,223 101.9
330 341 1,320 1,349 102.1
480 486 1,920 1,923 100.1
200 206 800 804 100.5
320 334 1,280 1,254 97.9
200 209 800 822 102.7

1,390 1,282 5,560 5,527 99.4
200 219 800 830 103.7
320 326 1,280 1,330 103.9
530 482 2,120 2,084 98.3
203 208 1,048 1,042 99.4
230 232 920 896 97.3
140 103 560 400 71.4
230 158 920 761 82.7
260 261 1,040 1,018 97.8
140 140 560 563 100.5

0 0 0 8
563 445 1,286 953 74.1
35 8 105 50 47.6

20 8 40.0
10 1 30 5 16.6
44 22 88 44 50.0
18 1 54 11 20.3
10 0 20 1 5.0
5 0 15 0 0.0

10 2 20 3 15.0
5 2 15 2 13.3

10 1 20 1 5.0
5 0 15 0 0.0

10 5 20 10 50.0
8 6 16 8 50.0

20 24 35 40 114.2
3 3 3 3 100.0

32 31 64 64 100.0
203 262 406 506 124.6
30 19 60 46 76.6
20 22 40 31 77.5
10 7 20 14 70.0
35 18 140 66 47.1
20 7 40 21 52.5
12 3 24 16 66.6
8 1 16 3 18.7

0 0 80 88 110.0
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370 431 1,110 1,292 116.3
600 483 2,000 1,533 76.6
600 478 1,800 1,665 92.5
420 521 1,260 1,501 119.1
360 509 1,080 1,350 125.0
400 425 1,200 1,301 108.4
360 369 1,080 967 89.5
280 301 840 929 110.5
320 420 960 1,140 118.7
400 342 1,120 1,058 94.4
370 285 1,110 915 82.4
120 137 360 456 126.6
160 144 480 437 91.0
80 84 240 252 105.0

120 162 360 461 128.0
120 80 360 280 77.7
60 54 360 326 90.5
35 37 120 122 101.6
72 59 240 218 90.8
90 103 350 357 102.0

125 92 370 312 84.3
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《　定員数　》 39～46名
2021年５月１日現在

網野　真一 荒木　朋洋 飯田　政弘 内田　晴久 江間　淳二

遠藤　武人 尾郷　良幸 柏倉　栄一 梶井　龍太郎 片桐　知己治

兼弘　法子 神谷　良雄 川上　哲太朗 河部　宣弘 黒川　清

黒田　和一郎 後藤　俊郎 後藤　亘 坂部　貢 佐藤　理裕

白尾　敏朗 杉　一郎 髙野　吉太郎 髙野　二郎 竹内　むつ子

田畑　日出男 中村　宏 橋本　敏明 平山　正剛 二重作　昌明

幕内　博康 松前　達郎 松前　光紀 松前　義昭 宮﨑　康文

八木　憲司 柳沢　真一 山下　泰裕 山田　清志 吉川　直人

吉田　一也

８．評議員の概要
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事 業 の 概 要 
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Ⅰ 法人管理部門  

 

【１】企画調整  

（１）経営戦略  

１）各部門の事業計画と機関・校舎の運営計画、部署の業務目標、個

人の目標設定の検証・フィードバック手法の策定  

≪事業設定の趣旨≫  

各部門の事業計画と個人の目標設定の連動について、まず階層

ごとに隣接する階層と連動する仕組みを構築する。具体的には

以下の階層間の連動を順次進める。  

・戦略実行計画と事業計画  

・事業計画と運営計画  

・運営計画と組織目標  

・組織目標と個人の目標  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 連動する仕組みを構築した階層  

目標  ： 事業計画と運営計画（第５・６の階層）の連動  

結果  ： 戦略実行計画と事業計画（第３・４の階層）の連動  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

単年度事業計画と運営計画（第５・６の階層）が連動する仕組

みを構築する。また、運営計画が予算と連動する仕組みを構築す

ることに併せて部署の業務目標を含めて、一体的に連動する仕

組みを構築する。  

 

（２）ステークホルダーとの連携  

１）校友会活動の活性化と連携強化  

≪事業設定の趣旨≫  

学園をサポートする組織体制の更なる拡充を図るため、学園校

友会役員（校友会、後援会・PTA、白鷗会、同窓会等）の各役員

数増を目指す。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  
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指標  ： 役員名簿掲載人数  

目標  ： 4,970 名（2021 年度名簿掲載人数比 0.2 パーセント増） 

結果  ： 4,842 名（2021 年度名簿掲載人数比 2.4 パーセント減） 

 

≪将来に向けた改善方策≫  

コロナ禍を経験し、新しい活動のあり方を模索している状況で

ある。その一つとして、オンラインを用いてハイブリッド型で実

施する等により、会員が相互にコミュニケーションを図ること

ができるよう、各会に合わせた提案及びフォローを適切に行っ

ていく。  

 

【２】事業政策  

〈広報政策〉  

（１）広報戦略  

１）インナー・ブランディングの醸成  

≪事業設定の趣旨≫  

学園の共通の価値、行動の指針に基づき、対話と協働を実現す

る教職員の組織風土を作り、一体感を醸成する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 教職員対象媒体「Be One Wave」の平均閲覧率  

目標  ： 平均 16 パーセント  

結果  ： 平均 7.7 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

学園教職員の声及びアイデアを迅速かつ効率的に収集する編

集体制について、専門業者の協力も仰ぎながら確立・運用し、積

極的なプロモーションを実施する。  

 

２）ブランディング広報  

≪事業設定の趣旨≫  

各部門との連携体制のもと、ブランディング広報実施基準を満

たした企画及びランディングページを、広報の重点４地区（東京

圏、北海道、静岡県、熊本県）において展開する。  
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ブランドイメージの浸透度についても既存の調査に加え、本学

独自の指標を設け、検証体制を確立する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： ４地区のランディングページ平均 PV 数  

目標  ： 4,000 件以上  

結果  ： （事業を実施せず）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

ブランディング広報施策を検討及び実施する体制の構築に至

らなかったため、早期の確立を目指す。  

 

３）学園広報体制と予算管理体制に沿った広報活動の推進  

≪事業設定の趣旨≫  

学園の広報戦略に即した広報活動について部門管理により実

行する。  

各部門の広報活動予算については、部門予算内で立案、実施、

検証した上で、学園として検証する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  広報計画・予算フォーマット（ 2022 年度機関・校舎別）

における定量的指標策定率  

目標  ：  75 パーセント以上  

結果  ：  54 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

2021 年度までは、広報に関する事業別・目的別予算立案と検

証に関する体制整備を行った。次年度以降は、部門管理による効

果検証・次年度計画の立案という取組みは継続するが、体制整備

としての本計画は終了する。  

 

４）広報活動における効果検証とフィードバック  

≪事業設定の趣旨≫  

広報活動において、予算策定と連動した効果検証を実施し、
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2022 年度の広報計画の指標へフィードバックする。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： ステークホルダーごとの広報効果検証指標  

目標  ：  2019～2021 年度の検証・進捗を反映した部門毎の 2022

年度効果指標と達成目標の策定、効果検証の継続的な実

施 

結果  ：  広報オリジナル指標のプロトタイプ版の検証の継続実

施 

 

≪将来に向けた改善方策≫  

2021 年度までは、広報に関する事業別・目的別予算立案と検

証に関する体制整備を行った。次年度以降は、ステークホルダー

ごとの指標を策定し、効果検証の上で次年度計画を立案すると

いう取組みは継続するが、体制整備としての本計画は終了する。 

 

〈情報政策〉  

（１）情報戦略  

１）学園基幹業務システムの段階的整備  

≪事業設定の趣旨≫  

認証体系化基盤の構築及びワークフローシステム・個別基幹業

務システムとの連携を行うに当たり、体系化された会議体制の

下、実現可能なロードマップに基づき、主管部署と協働して実行

する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： ワークフローシステム及び認証体系化基盤と連携を構

築した個別基幹業務システム数  

目標  ： ２システム  

結果  ： ０システム  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

認証体系化基盤を担うＴナンバー管理システム、統合認証シス

テムを含む統合 ID 管理システムをはじめ、学園基幹業務システ
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ムの構築を推進する。また、今後システム検討に向け導入済みの

ワークフローシステムについて検証を実施する。  

 

２）情報戦略の実質化・高機能化  

≪事業設定の趣旨≫  

学園基幹業務システム構築を始め、「学園の情報サービスの将

来に向けた基本的な考え方」に沿った具体的な情報サービスの

施策を通じて最適化、標準化を行う。なお、検証活動に当たって

は、2017 年度より取組んできた情報化投資額の把握手法を活用

する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  情報化投資額（予算編成時 10 か年計画額）  

目標  ：  削減率１パーセント以上  

結果  ： ５パーセント削減  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

「学園の情報サービスの将来に向けた基本的な考え方」に基づ

く検証時期を早期化し、情報化投資の効率化を図る。  

 

〈人事政策〉  

（１）人事政策  

１）事務職員・技術職員におけるキャリア採用する人材の条件等の

定義付け  

≪事業設定の趣旨≫  

経験豊富な即戦力となる人材を確保し、組織に刺激を与え活性

化させるべく必要な人材の条件を定義し、募集活動へつなげる。 

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 定義案  

目標  ： 条件定義書の作成  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  
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大規模な組織改編により、各部署における必要な人材の確保を

優先した。これにより事業設定を見直し、キャリア採用を制度化

するための条件等の定義付けは実施しないこととした。  

2022 年度以降は、キャリア採用を制度化した上で学園内外で

広く人材を確保するとともに、今後定めるあるべき人材像及び

組織編成の趣旨に沿って、細やかな条件定義付けを進めていく。 

 

２）事務・技術職員採用者の女性の割合増加に関する行動計画に基

づく施策の実施  

≪事業設定の趣旨≫  

改正された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

に基づき、新たな基準となる「一般事業主行動計画」に沿った施

策を実施する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 「一般事業主行動計画」の取組み  

目標  ： 「一般事業主行動計画」に沿った施策を実施  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

現在進めている採用方針及び配置方針の見直し、業務分析の実

施には「一般事業主行動計画」に記載の内容も網羅されている。

このため事業設定を見直し、各施策は実施しなかった。  

2022 年度以降は、「一般事業主行動計画」を念頭に、複線型人

事制度、配置方針の見直し及び業務調査を含めて、女性に限らず

事務・技術職員の能力を引出す新人事制度の基本設計を進めて

いく。  

 

３）教員人事制度の構築  

≪事業設定の趣旨≫  

2020 年度から継続し、学園が求める人材の定義に沿った人材

育成を主眼とする教員人事制度の構築に向けて、関連規程を整

備する。  

 

30



 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 関連諸規程の整備  

目標  ： 関連諸規程の改訂案作成  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

学園全体の人事制度構築に当たって、事務・技術職員の人事制

度設計を先行し、それを踏まえて高等教育部門及び初等中等教

育部門が各々の教員人事制度を構築する考え方へ転換した。こ

のため事業設定を見直し、関連諸規程の整備を実施しなかった。 

2022 年度以降は、事務・技術職員における人事制度の基本設

計を進める中で、該当部門における教員人事制度の構築及び学

園の人事制度全体の整合を図っていく。  

 

（２）給与・福利厚生政策  

１）新規給与制度案の作成及び在職者に対する新規制度への移行可能

な制度を作成する  

≪事業設定の趣旨≫  

新しい働き方を踏まえ、人事制度、勤務体制、業務実態に基づ

く給与改定案を作成する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 給与改定案の作成  

目標  ： 給与改定案の立案  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

新人事制度の基本設計の一部として給与制度の見直しも含ま

れているが、密接に関係する評価制度の見直し及び現行給与制

度における数多くの手当等の把握を優先した。このため事業設

定を見直し、新規制度の作成は実施しないこととした。  

2022 年度以降は、新人事制度と連動した仕事の質・量・成果

及び適正な評価に応じた給与制度の設計に向けて、手当を含む

現行制度における給与構造の分析と整理を優先する。  
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２）学園互助共済年金のニーズ分析  

≪事業設定の趣旨≫  

互助共済年金制度に対する教職員のニーズを分析するととも

に、実現可能な施策について立案する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 加入者のニーズ分析  

目標  ： 分析の実施  

結果  ： 分析手法の検討  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

ニーズ調査の前段階として、加入者に対して制度の内容や状況

に関する周知・案内をより重点的に行っていく。  

 

（３）人材育成政策  

１）所属長教育としての研修制度確立と実施  

≪事業設定の趣旨≫  

現在、就任している所属長を対象とした研修について、実施方

針を明確にした上で企画し、実施する。また、実効性のある研修

制度としての確立を図る。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 所属長研修案の作成  

目標  ： 研修の実施と研修制度の確立  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

新人事制度に向けて、現行の研修体系の見直しを進める中で、

管理職の役割の整理と必要となる要件定義を優先した。このた

め事業設定を見直し、所属長研修案の作成は実施しなかった。  

2022 年度以降は、新人事制度におけるあるべき人材像に基づ

く人材育成を目指した研修制度の見直しを進め、管理職が備え

るべきスキル等を育成する研修体系の再構築を行う。  
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２）複線型人事制度における管理職養成研修の実施  

≪事業設定の趣旨≫  

2019 年度に試行実施した管理職養成研修について、規模を拡

大して実施し、研修制度として確立する。また、職能資格制度等

をはじめとした既存研修との整合性及び補完を含め、整備する。 

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 管理職養成研修案の作成  

目標  ： 研修制度の確立（複線型人事制度のしおりへの記載）  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

新人事制度に向けて、現行の研修体系の見直しを進める中で、

管理職が備えるべき要件について、昇任前と昇任後に身に付け

るものを整理する必要が生じた。このため事業設定を見直し、管

理職養成研修案の作成は見送った。  

2022 年度以降は、新人事制度におけるあるべき人材像に基づ

く人材育成を目指した研修制度の見直しを進め、管理職が備え

るべきスキル等を育成する研修体系の再構築を行う。  

 

３）自己啓発支援制度の実施及び検証  

≪事業設定の趣旨≫  

全職種への自己啓発支援の実施を検証し、教職員が積極的に学

ぶことができる環境を作る。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 自己啓発支援制度の見直し  

目標  ： 自己啓発支援内容の検証  

結果  ： （事業設定の見直し）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

新人事制度に向けた人材育成のため、先に現行の研修体系の見

直し及び事務・技術職員が習得すべきスキルの整理に取組むべ
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きことが判明した。このため事業設定を見直し、自己啓発支援制

度の見直しは実施しないこととした。  

2022 年度以降は、新人事制度における、あるべき人材像に基

づく人材育成を目指した研修制度の見直しを進め、事務・技術職

員が習得すべきスキルの整理及び研修体系の再構築を行う。  

 

〈財務政策〉  

（１）学園の財政計画  

１）長期シミュレーションの精度向上に資する分析実施  

≪事業設定の趣旨≫  

2020 年度に実施した環境要因分析を踏まえ、中期第Ⅱ期に向

けて分析方法を立案し、将来的な翌年度繰越収支差額の改善を

目指す。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 中期第Ⅱ期に向けた分析項目  

目標  ： 各種プロジェクト等の議論を踏まえ、中期第Ⅱ期に向け

た分析方法の立案  

結果  ： 私学事業団が示している財務指標に基づく分析を実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

過去のプロジェクトの答申内容等を踏まえて、中長期財務計画

の策定に向けた分析手法の確立に取組む。  

 

（２）学園財政の安定化に向けた財務比率の向上  

１）部門管理を見据えた指標の設定と検証  

≪事業設定の趣旨≫  

2020 年度の検証結果を踏まえ、中期第Ⅱ期を見据えた部門別

目標財務比率及び達成値を設定し、決算時に検証を実施する。予

算執行については、部門を通じた月次検算表による予実比較の

継続実施により PDCA サイクルを具現化する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 財務比率  
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目標  ：  2020 年度の検証結果を踏まえた部門別の財務比率及び

達成値の設定と検証  

結果  ：  経年の検証結果を踏まえた部門別の財務比率及び達成

値の設定と検証  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

中長期財務計画の策定に取組み、それに基づいて予算編成指針

のあり方を、達成値を含めて検証し、部門別の目指すべき財務比

率を設定する。また、各部門において、予実の月次比較を作成・

検証する体制を整備する。  

 

（３）基幹収入の見直しと拡充  

１）補助金の確保  

≪事業設定の趣旨≫  

補助金獲得の拡大により、安定した財政基盤の拡充に寄与する。 

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  補助金申請体制の確立  

目標  ：  高等教育部門及び初等中等教育部門を対象とした最低

年１回の説明会開催及び通年の申請支援  

結果  ： 部門による申請及び確認体制への移行準備実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

会計検査院受検により明らかになった補助金申請における課

題を検証・改善し、学園全体の申請・対応フローの標準化を行う。 

 

（４）本学独自の財務分析手法を確立  

１）財務状況の定点監視  

≪事業設定の趣旨≫  

改善が必要となる各種指標について、定点監視を実施し PDCA

評価を実施するとともに、本学における管理会計に資するよう

設定を行う。これら指標は、部門における各種事業の効果検証を

見据えて設定する。  
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≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 定点監視指標  

目標  ： 定点監視の継続実施  

結果  ： 改善すべき指標について検討  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

戦略目標である「安定した財政基盤」を再定義し、その実現の

ために必要な指標及び目標値を部門別に設定する。その指標を

中長期財務計画に基づき年度ごとの予算編成指針に反映する。  

 

（５）新規・既存施設設備維持のための内部留保の拡充  

１）内部留保の安定確保に向けた取組み  

≪事業設定の趣旨≫  

学園マスタープランに基づく学園グランドデザインに則った

事業計画が円滑に実施できるよう、十分な資金を確保しつつ内

部留保の充実を図り、引当資産への適切な積み上げを行う。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  学園が目指す適正な貸借対照表を踏まえた内部留保計

画 

目標  ：  中期第Ⅱ期を見据えた、適切な新規取得、設備維持に関

する資金計画の立案  

結果  ： （仮称）阿蘇くまもと臨空キャンパス及び中期第Ⅱ期に

予定されている大規模事業に備えた特定資産の積上げ

を実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

各種引当資産の目的及び使途を整理しながら、中長期財務計画

に基づく留保・積上げ及び取崩し計画を策定する。  

 

２）学園内保有資金集中化のための体制構築  

≪事業設定の趣旨≫  

中期第Ⅱ期に予定されている大規模事業に伴う資金支出に備

え、効率的な資金管理を行うため、全機関・学校の出納業務等の
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集約が可能となる体制を構築する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  現預金における本部管理比率  

目標  ：  効率的な出納業務等の集約に向けて施策を立案  

結果  ：  効率的な出納業務等集約に向けて、現状分析及び見直し

を継続中  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

出納業務の効率化を図りながら、財務システムの導入に合わせ、

段階的に部門ごと又はエリアごとの集約から開始し、最終的に

は全校舎・機関を集約する。  

 

〈動産・不動産政策〉  

（１）施設管理（URE 戦略・ファシリティマネジメントを含む）・大型装

置・設備管理  

１）施設投資可否基準の運用及び学園の保有施設評価基準（利用状

況・稼働率・劣化診断調査等）による評価実施  

ａ）施設投資可否基準の運用  

≪事業設定の趣旨≫  

本学園は、多くの施設を保有しており、限られた予算の中で社

会情勢及び状況変化に適した施設整備を、効果的かつ効率的に

実施するための基準を設ける。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  施設投資可否基準に基づき、高い満足度の確保及び建設

費の削減  

目標  ： 基準の運用  

結果  ： 施設投資可否基準の完成  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

ガイドラインに基づき、施設グランドデザインを策定する。ま

た、施設投資可否基準に基づき対象計画を審議する運用環境を

整える。  
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ｂ）保有施設評価  

≪事業設定の趣旨≫  

全ての機関・校舎における保有施設評価（利用状況・稼働率・

劣化診断調査等）を実施し、施設規模の最適化による経費の削減

を図る。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  保有主要施設（延べ床面積 200 ㎡以上）の評価  

目標  ：  保有施設 262 棟の評価基準完成及び事業計画建物の評

価完了  

結果  ：  評価基準完成及び調査建物の評価完了  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

2022 年度の施設投資可否基準運用開始に伴い調査に該当する

建物の評価を実施する。  

 

２）ライフサイクルコストの算出  

≪事業設定の趣旨≫  

施設整備において、既存施設を長寿命化するためには、適正な

時期に修繕工事を実施する必要があるが、財務的には、平準的な

年次計画であることが求められるため、ライフサイクルコスト

算出の基準を策定する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  ライフサイクルコスト算出基準の完成  

目標  ：  ライフサイクルコスト算出基準による中期計画を作成

し、年度の修繕費を予算以下（ 100 パーセント以下）  

結果  ：  ライフサイクルコスト算出基準の完成  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

策定した算出基準よりも詳細な基準の策定に向けて、モデルと

なる建物を選定し検証を実施する。  
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３）施設の最適化による適正額算出基準の作成  

≪事業設定の趣旨≫  

施設規模の最適化と連動しながら、エネルギーコスト及び委託

費の適正額を検証する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  エネルギーコスト及び委託費の適正額算出  

目標  ：  エネルギーコスト及び委託費の適正額算出の完了及び

評価  

結果  ：  類似物件のベンチマークに基づくエネルギー使用適正

量の検証  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

2021 年度の検証結果を活用して、ベンチマーク及びエネルギ

ー使用量の適正値を精査する。また、同様の手法を各部門に展開

し、各機関におけるエネルギー使用量の検証を行う。  

 

４）大型装置・設備の計画的購入及び効率的予算執行を実現する管

理体制の確立  

≪事業設定の趣旨≫  

学園の予算を無駄なく、効率的に執行するため、大型装置・設

備の計画的、効率的な購入を実現する必要がある。そのために、

予算編成時に各校舎及び関係部署との協議、助言を引き続き行

う。また、稟議書を通して計画的、効率的な購入ができているか

の確認を行う。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 各校舎・機関における計画外の執行件数  

目標  ： 各校舎・機関における計画外の執行件数の抑制（ 2020 年

度比 10 パーセント減）  

結果  ：  2020 年度比 87.5 パーセント  ※追加予算対応を除く  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

事業別・目的別予算管理により、計画的な予算編成及び優先順
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位付けを行うことで、予算の有効活用とともに不測の事態に備

える。  

 

 

Ⅱ 高等教育部門  

 

（１）高等教育機関の管理運営体制整備  

１）教育組織改編  

ａ）改組改編への取組み  

≪事業設定の趣旨≫  

2022 年度改組改編実施計画の具体化（広報展開・入試実施）

を推進して、入学者を確保する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 改組対象学部の定員充足率  

目標  ： 効果的な広報戦略により充足率 100 パーセント  

結果  ： 106 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

志願データを分析して、全学科において定員充足を達成できる

よう広報活動を強化する。また、2022 年度改組により、１・２年

次と３・４年次で学修する校舎が替わる学部・学科があるため、

そのための施設・設備及び学生支援体制の整備を進める。  

 

（２）教育改革  

１）確実な学士力の定着  

ａ）教育の質の保証体制の確立  

≪事業設定の趣旨≫  

入学時に続き学年進行とともに 2020 年度に２回目を実施した、

４つの力アセスメント等の結果を踏まえた取組みを行う。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 施策の提案及び実施件数  

目標  ： １件  
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結果  ： ０件  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

教育の質を保証する取組みを実施し、中期第Ⅱ期（2022～2026

年度）に目標としている教育効果測定手法の開発につなげる。  

 

ｂ）教育内容評価の実施  

≪事業設定の趣旨≫  

学生満足度向上のための施策の見直し及び実施を行う。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 施策の実施  

目標  ： １件  

結果  ： ０件  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

学生満足度向上のために「卒業にあたってのアンケート」を活

用し、学内環境（Wi-Fi 環境、学食環境等）の改善へつなげてい

く。  

 

（３）研究推進  

１）国際レベルの研究ブランドの確立  

ａ）連携強化  

≪事業設定の趣旨≫  

研究の峰構築のための大学院・研究所の連携を強化して、国際

レベルの研究を行う。また、外国語論文の増加を図り、国際的な

ブランドを確立する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： １年間に発表される外国語論文数  

目標  ： 前年度比 10 パーセント増加  

結果  ： 前年度比 18 パーセント減少  

 

≪将来に向けた改善方策≫  
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社会的ニーズに合わせた国際レベルの研究展開に向け、付置研

究所の研究業績及び成果をベースに組織の見直しに着手する。  

 

ｂ）外部資金獲得  

≪事業設定の趣旨≫  

科学研究費補助金等の外部研究費の獲得額を増加させる。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 科学研究費補助金の獲得額  

目標  ： 前年度比５パーセント増加  

結果  ： 前年度比７パーセント減少  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

リサーチ・アドミニストレータ―（URA）制度を導入して、研

究支援体制の強化を図り、更に積極的に科学研究費補助金等の

外部資金獲得を目指す。  

 

（４）連携強化と推進  

１）海外機関との連携強化  

ａ）留学生数の増加  

≪事業設定の趣旨≫  

受入留学生の増加に対応するための学内体制を整備する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 対策案の立案  

目標  ： １件  

結果  ： １件  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

現在は、一元管理しているが、今後は、各カレッジオフィスか

ら直接、行政に対して在留関係の手続きの質問・相談を行い、留

学生の支援を速やかに行う体制を築く。  
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ｂ）新たな協力関係の確立  

≪事業設定の趣旨≫  

既存協定締結大学の内、重点パートナー大学を設定し協力関係

を強固にするための施策を実施する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： セミナー及び講演会等共同実施件数  

目標  ： 年間３件実施  

結果  ： 年間３件実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

オンライン開催を有効に活用して、教員の研究活動のみならず

学生間のワークショップなど、教育的側面の強い活動の開催数

を増やしていく。  

 

（５）部門全体を通した重点事業  

１）入学志願者・入学者の確保  

ａ）志願者の確保  

≪事業設定の趣旨≫  

全学が協働した志願者確保により、入学定員を確保する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 学力系選抜総計実志願者数（ 2022 年度志願者数）  

目標  ： 前年度比３パーセント増  

結果  ： 前年度比５パーセント減  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

次年度もコロナ禍の継続が予想されるが、新しい入試広報の手

法を確立して、安定的な学生確保を目指す。  

 

２）改組に向けたキャンパス整備  

ａ）キャンパス整備等の実施  

≪事業設定の趣旨≫  

2022 年度改組に対応するための学生寮も含めたキャンパス等
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整備施策を実施する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 施策案の実施  

目標  ： ３件実施  

結果  ： ３件実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

次年度からの中期第Ⅱ期（2022～2026 年度）には、各校舎の

施設グランドデザインを策定する。  

 

３）コロナ禍を踏まえた遠隔教育体制の構築  

ａ）遠隔教育体制構築  

≪事業設定の趣旨≫  

コロナ禍を経て、遠隔教育の在り方が注目されている。新たな

時代での大学教育の変化が求められている現在、対面教育と併

せた遠隔教育の必要性を検討し施策を構築する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 施策の提案及び実施件数  

目標  ： １件  

結果  ： １件  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

社会情勢の変化に対応して、大学教育もその変化に柔軟な対応

が必要である。そのため、まずは Wi-Fi 環境の整備を完了させ、

全学部においてハイブリット教育ができる環境整備を実施する。 

 

 

Ⅲ 初等中等教育部門  

 

（１）安定した募集定員確保と教育内容のさらなる充実  

１）付属高等学校で 3,700 名（付属望星高等学校除く）、付属中等部
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で 600 名の募集定員を確保  

≪事業設定の趣旨≫  

ａ）付属校園が誇る充実した教育環境を最大限活用する。  

ｂ）学校は「人」と「場」の魅力が溢れていることを外部にアピ

ールし、募集活動を行う。  

ｃ）部活動の試合観戦及び優勝報告会等にも地域住民を巻き込

んでいく。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 初等中等教育機関で定員を充足している校園の割合  

目標  ： 95 パーセント  

結果  ： 87 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

一貫教育体制をはじめとした本学園の特色、それを具体化した

教育方針である「学習と部活動の充実」を核としてアピールし、

安定した生徒募集体制を確立させる。  

 

２）学習指導要領改訂への対応  

≪事業設定の趣旨≫  

2020 年度の学習指導要領の改訂では、アクティブ・ラーニン

グの学習・指導方法が導入された。全教科・科目とも「主体的な

学び」「深い学び」「対話的な学び」について確認しながら、「何

ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」の視

点で学習効果を高める。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  アクティブ・ラーニング授業の実践：“学園設定英語と

しての１単位”を実施（中高 16 校中の実施割合）  

目標  ： 12 校 

結果  ： 16 校 

 

≪将来に向けた改善方策≫  

英語学習を含めたアクティ・ブラーニングの実践についての研
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究を継続し、授業内容の充実を図る。  

 

３）オリンピック・パラリンピック教育の推進  

≪事業設定の趣旨≫  

オリンピック・パラリンピック教育は、世界平和を希求した創

立者の理念並びに学園の使命と合致しており、延期となった日

本で開催されるオリンピック・パラリンピックを機に平和と国

際交流等を学ぶ機会として、各校園において更に発展させる取

組みを継続する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 初等中等教育機関での授業実践（ 21 校園の実施割合）  

目標  ：  80 パーセント  

結果  ： 100 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

各校園の教育内容のさらなる充実を図る取組みとして、中期第

Ⅱ期（2022～2026 年度）では SDGs をテーマとした教育を行う。  

 

４）生徒による授業評価アンケートの積極的な活用  

≪事業設定の趣旨≫  

初等中等教育機関では、 2000 年度から「生徒の授業評価アン

ケート」を実施してきた。教員は、子どもたちの確かな学力を育

成するために、子どもたちにとって分かる授業、魅力ある授業を

目指し、教員一人ひとりの取組みに留まらず、学校全体として、

ともに学び合い、課題を見出し、授業を改善していく。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 全高校（中等部）でベストティーチャー制度の導入（ 11

校中の実施割合）  

目標  ： 11 校 

結果  ： ６校  

 

≪将来に向けた改善方策≫  
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生徒による授業評価アンケートを授業改善に活用するサイク

ルは定着した。それをベストティーチャー制度等にも活用する

方法について検討を継続する。  

 

５）付属校間で格差のない教育環境の整備  

≪事業設定の趣旨≫  

学校の魅力の一つとして、校舎・運動施設及び文化施設等の充

実は欠かせない。また、今ある施設設備を最大限活用し、地域及

び生徒・保護者に還元する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  人工芝グラウンド整備、耐震工事、新・改築事業計画の

立案  

目標  ： 施設改善、環境整備の計画の作成  

結果  ： 施設改善、環境整備の計画の作成  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

中期第Ⅱ期（2022～2026 年度）は、各校園の学習施設及び運

動施設などの全体的な将来計画を、施設グランドデザインとし

て策定する。  

 

６）教育目標をわかりやすく表現した４つの力に関する取組み  

≪事業設定の趣旨≫  

学園が育成する人物像をわかりやすく表現した「４つの力」を、

認定こども園・小学校・中等部・高等学校の発達段階に応じた目

標として設定している。一貫教育で目指す、人材育成の柱となる

べき共通理解を得るためのツールとする。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： ４つの力を学校（園）案内で活用している校園の割合  

目標  ： 60 パーセント  

結果  ： 55 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  
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各校園において、一貫教育における発達段階に応じて、人材育

成の柱としての位置付けを明確化する。  

 

（２）各校園の適正規模と人材育成  

１）教員研修（特に管理職育成）に力を入れた研修制度の構築  

≪事業設定の趣旨≫  

初等中等教育部では、「教員総合人事制度」による教員研修は

実施しているものの、教員の教授力向上等、授業及び生徒指導に

直結した知識・技能の習得につながる研修は少ない。今後は、学

園コーディネーターを中心とした新しい研修制度の確立、各校

園単位での積極的な外部研修への教員派遣等を通して、効果的

な運用を目指す。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 首都圏を中心に立ち上げた教科研修会充実と拡大、管理

職及び上級職の研修会改善と次世代育成の仕組みの立

ち上げ  

目標  ： 役職別研修の実施  

結果  ： 役職別研修の改善案作成、実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

管理職研修の内容精査を進め、新たに新任校長研修及び教頭研

修の実施準備を行う。  

 

（３）連携する上級学校への内部進学の促進  

１）募集定員の確保により、安定した付属推薦の継続と認定こども

園・小・中・高から各上級学校への進学者増加  

≪事業設定の趣旨≫  

学園の経営基盤の中核は、高等教育機関の学生募集であり、付

属推薦は、その一翼を担っている。量的な面のみでなく一貫教育

という学園の理想を具現化する園児・児童・生徒を育成して高等

教育機関に送り出すという使命の実践である。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  
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指標  ： 認定こども園から大学までの内部進学率  

目標  ： 幼⇒小 50 パーセント  

  小⇒中 30 パーセント  

  中⇒高 95 パーセント  

  高⇒大 50 パーセント  

結果  ： 幼⇒小 41 パーセント  

  小⇒中 50 パーセント  

  中⇒高 90 パーセント  

  高⇒大 50 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

中等部から高等学校、高等学校から大学への進学率は、目標値

をほぼ達成しているため、基礎学力の定着化をさらに推進する。 

 

（４）高いレベルでの部活動奨励と推進  

≪事業設定の趣旨≫  

これまでどおり「文武両道」をより高いレベルで具現化するた

め、部活動を中心としたスポーツ及び文化活動を更に奨励し推

し進める。  

2016 年度から設置した「学園コーディネーター制度」で委嘱

した指導者による技術的指導・指導者育成等について、付属間を

横断的に活動する体制を整える。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 中高全校で全国レベルの部活動を整備（中高 16 校の全

国大会出場割合）  

目標  ： 12 校 

結果  ： 15 校 

 

≪将来に向けた改善方策≫  

部活動後援会等を充実させるとともに、学園コーディネーター

の活躍の場を広げて、指導のノウハウを各校に広める。また、新

型コロナウイルス感染症の状況に留意して、定期的に付属校間

で連携した活動を実施する。  
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（５）英語力の外部評価システム導入と指導体制の構築  

１）英語力の外部評価を受ける仕組みの構築  

≪事業設定の趣旨≫  

外部検定試験（GTEC for STUDENTS）を活用し、小学校・中

等部・高等学校の発達段階に応じた水準（スコア）を定め、児童、

生徒の英語学習へのモチベーション向上及び英語を使う機会の

拡充を目指し、生徒の英語力の把握・検証を行う。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： GTEC を活用した生徒の英語力把握検証  

目標  ： 外部試験結果の評価を実施  

結果  ： 外部試験結果の評価を実施  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

児童・生徒がモチベーションを高く保つため、意識調査及び外

部試験を適時に行い、その結果を授業に反映する。また、主体的

に学習することにつなげるための施策を講じる。  

 

（６） ICT 教育環境の整備と推進  

≪事業設定の趣旨≫  

インフラ及び電子黒板などの環境整備を行うとともに、デジタ

ル教科書などの国の法制度等の状況を勘案しながら、 ICT を活

用した授業を推進できる準備を進める。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  初等中等教育機関で情報端末の１人１台環境整備した

校数（全 21 校）  

目標  ：  65 パーセント  

結果  ：  71 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

情報端末、通信機器を導入してから５年以上経過している学校

では、それらの更新計画（時期、内容、予算等）を作成する。  
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（７）東海大学付属推薦者の年間退学者削減  

≪事業設定の趣旨≫  

付属推薦を経て大学に進学した者の中途退学は、学園の一貫教

育の課題でもあり、高大の連携あるいは付属機関の関わり合い

で減少に向かわせなければならない。退学者の抑止策として、特

に高等学校での進路指導に重点を置き、将来を見据えた学部学

科選考の支援に取り組む。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 年間退学率（退学者数／全在籍者数）  

目標  ： 1.5 パーセント  

結果  ： 1.5 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

高大が連携して個々の学生（卒業生）情報を共有して、退学を

選択する以前に双方の教員間で適切な対応策を講じる。  

 

（８）働き方改革を進めるため「１年単位の変形労働時間制」の導入  

≪事業設定の趣旨≫  

2019 年度より２校をモデル校として「１年単位の変形労働時

間制」を実施し実証研究を行い、 2020 年度は、半数以上を試行

校に指定し課題等の洗い出しを行った。長時間勤務を改善し、

2022 年度の全校完全実施を目指す。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 「１年単位の変形労働時間制」導入校の割合  

目標  ： 100 パーセント  

結果  ： 100 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

勤務管理システムを標準化し、所定労働時間、有給休暇日数（付

与日数・取得日数）の管理についても進める。  
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Ⅳ 医学部付属病院部門  

 

（１）本部施策  

１）伊勢原校舎グランドデザインにおける用地取得の推進及び基本

設計等の策定  

ａ）用地取得の計画  

≪事業設定の趣旨≫  

充実した教育環境の整備を行う。（１号館の建替え等）  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  用地取得数（「売渡し承諾書」の受領数）  

目標  ：  基本設計の策定に着手可能な数の用地取得（「売渡し承

諾書」の受領）  

結果  ： ３人  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

次年度以降も地権者との交渉を継続し、用地取得に取組む。  

 

ｂ）基本設計の策定  

≪事業設定の趣旨≫  

充実した教育環境の整備を行う。（１号館の建替え等）  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  伊勢原校舎グランドデザインの基本設計の完成度  

目標  ：  伊勢原校舎グランドデザインの基本設計の策定  

結果  ：  現状用地における将来の建物配置と事業のコンセプト

を策定  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

決定したコンセプトと建物配置案に基づき、面積の確定及び建

物・部屋の機能を具体的に検討し、グランドデザイン・基本設計

の策定を進める。  
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２）医学部医学科の教育評価向上  

ａ）医師国家試験合格率全国平均以上  

≪事業設定の趣旨≫  

医学部医学科の最も根本的な役割である医師の輩出に向けて、

医師国家試験の合格率向上に取り組む。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 医師国家試験合格率（新卒生対象）  

目標  ： 全国平均以上  

結果  ： 85.7 パーセント（全国平均：95.0 パーセント）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

医学部に関わる全教職員が、結果及び課題を共有し、合格率向

上の対策を立案・実行する。なお、対策の立案に当たっては、短

期・中期・長期、それぞれ立案し、各学年における国試対策を実

行する。  

 

ｂ）国際認証取得に向けた最終準備  

≪事業設定の趣旨≫  

国際基準に適合した医学教育を目指し、その証明として国際認

証の取得を目指している。受審年度である 2021 年度は、評価員

による実地調査を受けるための最終準備を遺漏がないように進

める。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 評価員による実地調査  

目標  ： 評価員による実地調査を受審  

結果  ： 評価員による実地調査を受審  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

評価結果が届き次第、結果を医学部全体にフィードバックし、

指摘事項の改善を図る。  
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３）医師の確保  

≪事業設定の趣旨≫  

各地域における医療計画や医療収入の増加を見据えた診療体

制を整備するためには、重要な経営資源である医師の確保が欠

かせない。  

付属４病院における診療科ごとの適正医師数を算出し、配置す

る。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： ４病院ごとの医師の定数（要求数）を充足した診療科（領

域）の割合（充足した診療科数／全診療科数）  

目標  ： ４病院全てで 90 パーセント以上  

結果  ： 付属病院    ：55.6 パーセント  

  付属東京病院  ：100 パーセント  

  付属大磯病院  ：84.2 パーセント  

  付属八王子病院： 68.8 パーセント  

  （2022 年 4 月 1 日現在）  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

出向人事の見直しに加え、兼業・兼職、臨床兼務（付属病院間

の応援体制）等、医師の勤務体系を複合的に検討し、地域医療に

資する診療体制の堅持と医療収入の確保を目指す。なお、検討に

当たっては、診療科の特性を加味し、手当の新設等も考慮する。  

 

４）医師の働き方改革への対応  

≪事業設定の趣旨≫  

働き方改革関連法の医師への適用が本格実施される 2024 年度

を見据えて、医師の業務の平準化に向けた各種施策に取り組む。 

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  医師の業務の平準化に向けた施策  

目標  ：  過重労働医師の勤務実態とエフォートモデルの比較分

析実施  

結果  ：  勤務実態の把握とそれに基づいた提案の作成  
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≪将来に向けた改善方策≫  

勤務実態の完全把握を目的に、ビーコンを使用した勤務管理シ

ステムを導入し、実態の把握と意識改革を促進する。また、同時

並行で、検討委員会が出した案をブラッシュアップし、 2024 年

度の法令適用に備える。  

 

（２）診療機能の充実  

１）医学部付属４病院の地域性を考慮した病院機能及び診療体制の

明確化  

ａ）付属病院ごとに地域医療計画における病床機能の堅持  

≪事業設定の趣旨≫  

地域医療計画における付属４病院の役割・機能を強化するため、

病床機能報告制度で明確にした病床機能を堅持する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 病床機能報告制度における病床区分の堅持  

目標  ： 2021 年度病床区分ごとの病床数を策定  

結果  ： 全付属病院が要望する病床区分・病床数を確保  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

2019 年度末から続く新型コロナウイルス感染症の流行を受け、

行政からこの状況に応じた要請があった場合には、それを踏ま

えて検討する。また、付属病院にあっては、付属大磯病院の事業

終了（2023 年２月末日）に伴う影響を注視し、今後の機能を検

討していく。  

 

ｂ）付属病院ごとに二次医療圏の実態に沿った診療体制の明確化  

≪事業設定の趣旨≫  

各付属病院が各地域（二次医療圏）のニーズに相応しい診療体

制を整備するために、医療計画を見据えた病院ごとの将来計画

を策定する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  
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指標  ： ４病院の診療体制将来計画  

目標  ： 病院別に各地域の医療計画を見据えた診療体制将来計

画の骨子を作成  

結果  ： １病院  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

付属大磯病院に関しては、基本合意を基軸に、事業終了に向け

た各種調整と広報を適切に実行する。その他の病院については、

ポストコロナを念頭に、将来計画の策定準備を続ける。  

 

（３）医療安全  

１）医療安全管理体制の深化  

ａ）病院内における医療安全活動の継続的な啓発  

≪事業設定の趣旨≫  

医療安全は、医療現場において最優先の課題であり、病院勤務

の教職員等への周知及び徹底が必須である。そのため、引き続き、

対象者には、年２回医療安全セミナーに出席を義務づけていく。 

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ：  対象となる教職員に義務づけた、医療安全セミナーの出

席回数（２回）の達成率  

目標  ：  臨時職員、業務委託の職員を含め、全対象者の達成率

100 パーセント（e ラーニングの受講率 100 パーセント

含む）  

結果  ：  95 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

次年度もコロナ禍での啓発活動を余儀なくされることが予想

されるため、今年度までに整えた、リモートや教材貸し出しによ

る対応を継続する。ｅラーニングについては、職種による受講率

の偏りが認められるので、受講率向上の対策を検討する。  

 

ｂ）医療安全対策チームの活動強化  

≪事業設定の趣旨≫  
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医療安全に関する実践的な活動の一環として、医療安全対策チ

ームが各部門で発生した問題に対する安全対策の立案・周知・評

価を実施している。引き続き、各対策チームの活動を活発化させ、

重大事案が発生するリスクを低減する。  

 

≪達成目標に対する検証結果≫  

指標  ： 安全対策の周知率  

  ※全ての医療安全対策チームが対策を立案した上での

周知  

目標  ： 100 パーセント  

結果  ： 80 パーセント  

 

≪将来に向けた改善方策≫  

現在の活動を継続し、チームごとの課題を抽出し、具体的な対

策を立案していく。周知にあっては、部署・職種など、どの単位

でも徹底されるような方策を検討する。  
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　　（2022年3月31日現在）
Ⅰ. 資 産 総 額 362,668,025,909円

内　1 基 本 財 産 193,259,008,999円
 2 運 用 財 産 169,409,016,910円
〔3 収 益 事 業 用 財 産 0円 〕

Ⅱ. 負 債 総 額 68,669,896,194円
〔 収 益 事 業 用 負 債 0円 〕

Ⅲ. 正 味 財 産 293,998,129,715円

（注記　当財産目録の資産の評価は取得価格基準による。）

［１］ 資　　　　　産

1 基　本　財　産 数　　　　　　　　　量 価　　　　額（円）
（1） 土 地 3,258,597.96㎡ 57,452,852,351
（2） 建 物 1,022,599.43㎡ 93,274,541,319
（3） 図 書 2,957,312冊 15,741,812,962
（4） 教 具 ・ 校 具 ・ 備 品 232,471点 14,097,561,256
（5） 構 築 物 5,043点 8,515,051,884
（6） 車 両 166台 104,792,325
（7） 船 舶 1隻 16,066,784
（8） 舟 艇 5艘 487,918

建物 4,055,842,200
合 計 193,259,008,999

2 運　用　財　産 数 量 価　　　　額（円）
（1） 預 金 ・ 現 金 69,737,118,847
（2） 特 定 資 産 56,735,269,332
（3） 有 価 証 券 378,952株 778,207,211
（4） 出 資 金 357,049,052
（5） 不 動 産 土地、建物、構築物 17,910,549,662
（6） ソ フ ト ウ ェ ア 1,226点 2,923,554,273
（7） 未 収 入 金 17,821,467,921
（8） そ の 他 2,305,789,981
（9） 建 設 仮 勘 定 土地、構築物 835,311,431
(10) ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 1点 4,699,200

合 計 169,409,016,910

3 収益事業財産 0

[２] 負　　　　　　債

1 固　定　負　債 数 量 金　　　　額（円）
（イ）長 期 借 入 金 6,748,540,000
（ロ）長 期 未 払 金 4,661,664,171
（ハ）退 職 給 与 引 当 金 26,735,449,591
（ニ）そ の 他 41,730,375

合 計 38,187,384,137

2 流　動　負　債 数 量 金　　　　額（円）
（イ）短 期 借 入 金 2,194,320,000
（ロ）前 受 金 7,807,152,300
（ハ）未 払 金 16,383,407,773
（ニ）そ の 他 4,097,631,984

合 計 30,482,512,057

3 収益事業負債 0

［3］ 借　用　財　産

面　　　　　積（㎡）
（1） 土 地 440,577.64
（2） 建 物 1,363.09

441,940.73

財　　　産　　　目　　　録

建 設 仮 勘 定(9)

財　産　目　録　内　訳
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